
【任期】令和７年９月３日〜 令和１０年９月２日まで

氏　　　　名 分　　野

1 江原
エ バ ラ

　知博
トモヒロ 小学校関係者

2 金光
カ ナ ミ ツ

　友里
ユ リ

教育・保護者

3 川上
カ ワ カ ミ

　恵美
エ ミ

子
コ 放課後児童クラブ

保護者

4 河田
カワダ

　一郎
イチロウ 里親

5 塩
シ

飽
アク

　久美子
ク ミ コ 労働者団体

6 末吉
スエヨシ

　幸一
コオイチ 中学校関係者

7 杉
スギ

　尚
タカシ 保育・保護者

8 杉本
スギモト

　貴
タカシ

中学校・保護者

9 髙山
タカヤマ

　学
マナブ

保育事業者

10 内藤
ナイトウ

　奨
ススム

労働者団体

11 永倉
ﾅ ｶ ﾞ ｸ ﾗ

　正嗣
ﾏ ｻ ﾂ ｸ ﾞ

教育事業者

12 根木
ネ キ

　一江
カ ズ エ

保健福祉団体

13 則武
ノ リ タ ケ

　直美
ナ オ ミ

児童養護施設事業者

14 濵
ハマ

野
ノ

　昌子
マ サ コ

保健福祉団体

15 細川
ﾎ ｿ ｶ ﾜ

　悠太
ﾕ ｳ ﾀ

公募委員

16 堀井
ﾎ ﾘ ｲ

　博司
ﾋ ﾛ ｼ

学識経験

17 矢吹
ﾔ ﾌ ﾞ ｷ

　玲子
ﾚ ｲ ｺ

高校関係者

18 山上
ヤマノウエ

　潤子
ジュンコ 経済団体

19 山本
ヤマモト

　智子
ト モ コ

学識経験

20 𠮷澤
ヨシザワ

　杏
ア

季
キ 公募委員

岡山市私立幼稚園・認定こども園協会会長

岡山市子ども・子育て会議　委員名簿

役職等

岡山市職員労働組合保育園・こども園支部支部長

岡山市国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連合会会長

放課後児童クラブ保護者

岡山市里親会会長

岡山市私立認可保育園保護者

岡山市PTA協議会会長

岡山市私立認可保育園・認定こども園園長会会長

岡山市小学校長会代表

岡山市教職員組合副執行委員長

岡山市中学校長会代表

岡山市愛育委員協議会副会長

岡山商工会議所女性会副会長

くらしき作陽大学教授

若者枠

岡山県養護施設等協議会会長

岡山市民生委員児童委員協議会常任理事

若者枠

岡山大学特任教授

岡山市立岡山後楽館高等学校校長
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就学前教育・保育部会　委員（案）

役職等

岡山市国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連合会会長

岡山市愛育委員協議会副会長

くらしき作陽大学教授

岡山市私立幼稚園・認定こども園協会会長
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岡山市私立認可保育園・認定こども園園長会会長

岡山市教職員組合副執行委員長

岡山市民生委員児童委員協議会常任理事
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岡
山

市
子

ど
も

・
子

育
て

会
議

に
つ

い
て

子
ど
も
・
子

育
て
支

援
法

に
お

い
て
、
市

町
村

は
、
教

育
・
保

育
施

設
な
ど
の
利

用
定

員
を
定

め
る
際
や

、
市
町
村
子

ど
も
・
子

育
て
支
援
事
業
計
画

を
策

定
・
変
更
す

る
際

に
は
、
審

議
会

そ
の
他

合
議

制
の
機

関
の
意

見
を
聴

く
と
と
も
に
、
子

ど
も
・
子

育
て
支
援

に
関
す

る
施
策

の
総
合
的

か
つ
計
画
的

な
推
進

に
関

し
必

要
な
事

項
及

び
当

該
施

策
の
実

施
状

況
に
つ

い
て
調

査
審

議
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
市

に
お

い
て
も
、
「
岡
山
市

子
ど
も
・
子
育
て

会
議
」
を
設

置
し
、
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
施

策
の
推

進
を
図

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す

。

岡
山

市
子

ど
も

・
子

育
て

会
議

１
組

織

会
議

は
、
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
に
関

し
学

識
経

験
の
あ
る
者

、
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
に
関

す
る
事
業
等

に
従
事
す

る
者

、
保
護
者
等

に
よ
り
、
2
0

人
以

内
で
組

織
す

る
と
と
も
に
、
特

別
の
事

項
の
調

査
審

議
に
必

要
な
場

合
に
は
、
臨

時
委

員
を
増
員
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す

。
２

委
員

の
任

期
委
員

の
任

期
は
３
年

と
し
ま
す

。
た
だ
し
、
臨

時
委

員
の
任

期
は
、
特

別
の
事

項
に
関

す
る
調

査
審
議

が
終
了
す

る
ま
で
の
間

と
し
ま
す
。

３
会

議
の
開

催
会
議

は
、
次

の
事

項
を
調

査
審

議
す

る
た
め
、
会

長
が
必

要
に
応

じ
召

集
し
、
開

催
し
ま
す

。
４

審
議

事
項

○
特

定
教

育
・
保

育
施

設
（
認

定
こ
ど
も
園

、
幼

稚
園

、
保

育
所

な
ど
）
の
利

用
定

員
○
特

定
地

域
型

保
育

事
業

（
小
規

模
保

育
、
家

庭
的

保
育

な
ど
）
の
利

用
定

員
○
国

の
基

本
指

針
に
即

し
て
、
5
年

を
一

期
と
す

る
教

育
・
保

育
及

び
地

域
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
事
業

の
提
供
体
制

の
確
保

、
業
務

の
円
滑

な
実

施
に
関

す
る
計

画
（
「
市

町
村

子
ど
も
・
子

育
て
支

援
事

業
計

画
」
）

○
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
に
関

す
る
施

策
の
総

合
的

か
つ

計
画

的
な
推

進
に
関

し
必

要
な
事

項
及
び
施
策

の
実
施
状
況

５
部

会
所
掌

事
務

の
一

部
に
つ

い
て
調

査
審

議
す

る
た
め
、
必

要
に
応

じ
て
部

会
を
置

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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○岡山市子ども・子育て会議条例 

平成２５年７月２日 

条例第２８号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７２

条第１項の規定に基づき，岡山市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」と

いう。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は，次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 法第７２条第１項各号に掲げる事務を処理すること。 

（２） その他市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は，委員２０人以内で組織する。 

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，特別の事項を調査審議させるため必要があるとき

は，臨時の委員（以下「臨時委員」という。）を増員することができる。 

（委員） 

第４条 委員及び臨時委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

（２） 子ども・子育て支援に関する事業等に従事する者 

（３） 子どもの保護者 

（４） 地域において子育て支援等を行う者 

（５） 経済団体，労働者団体その他各種団体の関係者 

（６） その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は，３年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，

前任者の残任期間とする。 

３ 臨時委員は，特別の事項に関する調査審議が終了したときは，解嘱されるものとする。 

４ 委員及び臨時委員は，再任されることができる。 

（会長等） 

4



第５条 子ども・子育て会議に，会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は，子ども・子育て会議を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は欠けたときは，その職務を代理

する。 

（会議等） 

第６条 子ども・子育て会議の会議（以下この条において「会議」という。）は，会長が

必要に応じて招集し，会長が議長となる。 

２ 会議は，委員及び臨時委員（当該会議の議事に係る臨時委員に限る。次項において同

じ。）の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。 

４ 会長は，必要に応じ，会議に関係者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず，次条第１項及び第６項並びに第９条に係る議

事は，委員の過半数が出席する会議において，出席した委員の過半数をもって決し，可

否同数のときは，議長の決するところによる。 

（部会） 

第７条 子ども・子育て会議は，第２条に掲げる所掌事務の一部について調査審議させる

ため，必要に応じて，部会を置くことができる。 

２ 部会は，会長が指名する委員及び臨時委員で組織する。 

３ 部会に部会長を置き，会長がこれを指名する。 

４ 部会長に事故があるとき又は欠けたときは，部会長があらかじめ指名する委員又は臨

時委員がその職務を代理する。 

５ 部会の調査審議が終了し，及び議決を行ったときは，部会長は，その結果を会長へ報

告しなければならない。 

６ 会長は，前項の規定による報告があったときは，子ども・子育て会議に諮るものとす

る。 

７ 第５条第３項の規定は部会長について，前条（第５項を除く。）の規定は部会の会議
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について準用する。 

（守秘義務） 

第８条 子ども・子育て会議の委員及び臨時委員は，その職務上知り得た秘密を他に漏ら

してはならない。 

（その他） 

第９条 この条例に定めるもののほか，子ども・子育て会議及び部会の運営に関し必要な

事項は，会長が子ども・子育て会議に諮って定め，その他この条例の施行に関し必要な

事項については，市長が別に定める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（令和５年市条例第１８号） 

この条例は，令和５年４月１日から施行する。 
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岡山市子ども・子育て会議傍聴取扱要領

平成２５年９月３日

１ 岡山市子ども・子育て会議の公開及び傍聴の許可

岡山市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という ）の会議は、原。

則として公開とする。

（１）会長は、子ども・子育て会議の傍聴を許可する。

ただし、会長は、子ども・子育て会議の円滑な運営に特に支障があると判断す

る場合には、子ども・子育て会議の決定により当日の傍聴を許可しないことがで

きる。

（２）傍聴許可人数は、特に定めないものとする。

ただし、会長は、傍聴者が多数で子ども・子育て会議の運営に支障となると判

断した場合は 傍聴許可人数を制限することができる この場合には 当日の 傍、 。 、 「

聴整理券」の番号順に抽選を行い、当選者を決定するものとする。

２ 傍聴の手続き

（１）傍聴の受付時間は、原則として子ども・子育て会議の開会予定時刻の３０分前

からとする。

（２）傍聴希望者（以下「傍聴者」という ）は、会場の受付において、所定の傍聴。

者受付表に必要事項を記入し、当日の「傍聴整理券」を受けた後、会長が傍聴を

許可するまで、会議室前で待機する。

（３）会長が傍聴を許可した場合は、子ども・子育て会議事務局職員（以下「職員」

という ）は当日の「傍聴許可書」を傍聴者に発行し、傍聴席に誘導する。。

（ ） 、 、 「 」 、「 」４ 傍聴者は 傍聴に当たり 当日の 傍聴許可書 を常時携帯し 傍聴許可書

に記載された条件を遵守するとともに、会長及び職員の指示に必ず従うものとす

る。

３ 傍聴許可の取り消し

（１）会長は、傍聴者が 「傍聴許可書」記載の条件に違反し、また、その他子ども、

・子育て会議の円滑な運営を妨げる行為等を行った場合は、これを制止するとと

もに、その制止に従わないときは傍聴の許可を取り消すことができる。

（２）傍聴者は、傍聴の許可を取り消された場合は、速やかに退室しなければなら

ない。

４ 傍聴者の退室

傍聴者が退室するときは、職員にその旨を伝え 「傍聴許可書」を返却のうえ退室、

するものとする。

５ 子ども・子育て会議開催日時等の周知方法

子ども・子育て会議の開催日時等については、各関係機関への資料提供やホームペ

ージ上への掲載などで、市民への周知を図るものとする。

附則

この取扱要領は、平成２５年９月３日から施行し、平成２５年９月３日から適用する。
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子ども・子育て支援法 

（平成二十四年八月二十二日法律第六十五号） 

                      最終改正：令和五年五月八日法律第十九号 

 
（市町村等における合議制の機関）  

第七十二条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、

審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項

を処理すること。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項

を処理すること。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を

処理すること。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進

に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

  

（特定教育・保育施設の確認） 

第三十一条  

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとすると

きは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあって

はその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に

係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

（特定地域型保育事業者の確認） 

第四十三条  

２ 市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業（特定地域型保育を行う事業を

いう。以下同じ。）の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会

その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあ

っては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければ

ならない。 

 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第六十一条  

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするとき

は、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあっては

その意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係

る当事者の意見を聴かなければならない。 
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